
豊田市業務委託総合評価方式実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、豊田市が発注する業務委託に係る総合評価方式による一般競争入札（以

下「総合評価方式」）という。）の実施に関し、必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「総合評価方式」とは、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の１０の２の規定に基づき、価格のほかに、価格以外の技術的な要素を評価

の対象に加え、品質や履行計画等を総合的に評価し、価格と技術力及び信頼性・社会性の両

面から最も優れたものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。 

 （適用対象業務委託） 

第３条 総合評価方式により入札を行う業務委託は、入札者が提示する履行計画に関する提案、

及び雇用の創出等に関する提案並びに入札者の技術力及び信頼性・社会性（以下「企業の技

術力等」という。）と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる業務委託とする。 

 （評価の方法） 

第４条 総合評価方式による評価の方法は、入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点

の合計（以下「加算点」という。）と当該入札価格を基に、次の各号のいずれかの方法を採用

して得られた数値（以下「評価値」という。）をもって行う。 

（１）除算方式 

評価値＝技術評価点（標準点＋加算点）／入札価格 

（２）加算方式 

価格評価点＝１００×（１－入札価格／予定価格） 

評価値＝価格評価点＋技術評価点 

 （学識経験者の意見聴取） 

第５条 契約担当課は、総合評価方式を実施するに当たり、落札者決定基準を定めようとする

ときは、あらかじめ、２名以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。 

２ 契約担当課は、前項の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落

札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて

意見を聴くものとし、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合

には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、２名以上の学識経験者の意見を

聴かなければならない。 

３ 前２項の場合において、豊田市建設工事総合評価方式実施要綱に規定する豊田市総合評価

委員会の外部委員に意見を聴くことができる。 

 （入札の公告） 

第６条 契約担当課は、総合評価方式で発注しようとする場合は、入札公告を行う際に、次の

事項について公告する。 

（１）総合評価方式の業務委託である旨 

（２）当該総合評価方式に係る評価項目 

（３）当該総合評価方式に係る落札者決定基準 

（４）第１２条第１項の規定により最低評価点を設定する場合における最低評価点等 



 （技術提案等の提出） 

第７条 入札参加希望者は、技術提案書（履行計画）等（以下「提案書」という。）を入札参加

資格確認申請の際に併せて提出するものとする。 

 （落札者決定基準） 

第８条 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法及びその他の基準を

定めるものとする。 

 （低入札調査基準価格及び失格基準） 

第９条 総合評価方式は、第１１条に規定する評価値の最も高い者が、豊田市業務委託低入札

価格調査等実施要綱第４条に規定する低入札調査基準価格を下回った場合、同要綱第４条か

ら第９条までの規定を適用する。 

 （評価基準） 

第１０条 総合評価における各方式の評価基準は、次のとおりとする。 

（１）評価項目は、業務委託ごとに別表に掲げる評価項目の中から設定する。 

（２）加算点 

ア 各評価項目の評価に応じて与えられる得点を加算点という。 

イ 除算方式を採用した場合は、入札参加資格要件を満たした場合にあっては、標準点と

して１００点を付与する。 

ウ 加算点は、１０点から３０点までを基本とする。ただし、契約担当課が認めた場合は、

この限りでない。 

エ 加算点は、原則として次の基準に従って配分する。 

（ア） 履行計画に関する提案及び雇用の創出等に関する提案の加算点は、３点から２０

点までとする。 

（イ） 上記以外の評価項目の加算点は、１０点とする。 

  オ 加算点は、おおむね次の基準により設定する。 

（ア） 履行計画は、原則として標準案を０点としてそれを上回る提案に加算する。 

（イ） 履行計画以外の評価項目については、要求した要件を満たしている場合に加算す

る。 

 （落札者決定の方法） 

第１１条 落札者を決定しようとするときは、次の要件に該当する入札者のうち、評価値の最

も高い者を落札者とする。 

（１）入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

（２）評価値が次の式によって算出する基準評価値を下回っていないこと。 

  ア 除算方式 

   基準評価値＝標準点／予定価格 

  イ 加算方式 

   基準評価値＝０ 

（３）入札に係る性能等が、入札公告において明らかにした技術的要件のうち、求める評価項

目の最低限の要求要件を全て満たしていること。 

２ 評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。 

 （最低評価点の設定） 



第１２条 契約担当課は、業務委託の目的により最低評価点を設定できることとする。 

２ 最低評価点に達しない者については、失格とする。 

 （提案書の審査） 

第１３条 提案書の審査は、原則として、業務担当課で行うものとする。ただし、必要に応じ

て、契約担当課での審査を行うものとする。 

２ 提案書の審査に当たっては、履行計画、雇用の創出等に関する提案及びその他の項目につ

いて評価するものとする。 

 （提案書類の作成費用）  

第１４条 入札参加者が提案書の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に

定めるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。 

 



別表  評価項目 

審査項目 評   価   項   目 

履行計画 
①履行体制 

②品質保証 

雇用の創出等 
①雇用の創出に関する提案及びその検証方法  

②その他 

企業の技術力評価 過去５年間履行実績 

社会貢献 

①ＩＳＯ１４００１又はエコアクション２１等の認証取得の有無 

②地球温暖化防止のためのＣＯ2排出量削減などの企業としての取り

組み 

③男女共同参画社会への貢献の有無 

④法定雇用率を上回る障がい者の雇用の有無 

⑤保護観察対象者等の雇用の有無 

⑥その他 

地域貢献 

① 地域活動等 

・ 豊田市消防団協力事業所表示制度の認証の有無 

・ まちかど救急ステーションの認定の有無 

② その他のボランティア活動 

・過去５年間に企業として災害等ボランティア活動としての実績 

その他 
企業の品質管理 

・ＩＳＯ９００１認証取得の有無 

 


